
こども家庭庁（関係府省における予算編成過程での検討を求める提案）
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　病児保育事業は、普段保育所等を利用しているこどもが病気の
際の保育サービスとして子育て家庭の支えとなる重要な事業であ
るところ、例えば通常時と感染症等の流行時の利用者数に大きく
隔たりがあるなど変動が著しく、また常時の利用者も見込まれな
いことから、人件費を含む補助単価の改善等を通じて安定的な提
供体制を確保していくことは重要であると認識している。
　このため、令和３年度予算において、利用児童の変動によらな
い基本分単価（人件費を含む病児保育事業の実施に必要な経費
に活用）を１か所当たり年額約500万円から約700万円に引き上げ
を行い、さらに、令和６年度予算においてはこども未来戦略を踏
まえ約700万円から約840万円まで基本分単価の引上げを行って
いる。加えて、直前の利用キャンセルや感染症の影響等を踏まえ
ながら、安定的に質の高いサービスを提供できるよう、当日キャ
ンセル対応加算や感染症対応加算の創設を行ってきたところで
ある。また、令和８年度においても基本分単価を１か所当たり年
額約880万円から約950万円に引き上げを行う予算案をお示しし
たところであり、これらの人件費を含む補助単価の改善・拡充等
を行うことで、安定的な事業実施とともに質の高いサービスの提
供に必要な支援を行っていく。

○同じ保育士であっても、勤務先により処遇改善の対象外となる
ことで、不公平感が生まれる。
○病児保育施設に従事する保育士の処遇改善については、当市
においても事業者から要望を受けている。
○特定教育・保育施設等の保育士と病児保育施設の保育士との
間に業務内容の差異が無いことから、制度の見直しは必要と考
える。
○同様の内容について、病児・病後児保育施設より当県へ意見
があった。
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児童家庭局長
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―事業を受託している医療機関か
らは、「病児保育施設」の保育士
確保が難しいことや、定着しても
らえないとの相談を受けており、
病児保育事業の運営に支障が
生じている。
また、全国病児保育協議会は国
に対し、令和３年12月14日付け
で「病児保育事業の事業改善に
関する要望書」を提出し、病児
保育施設の保育士の処遇改善
を求めている。

保育士は全国的に不足しているが、その原因の
一つとして保育士の給与等が低いことが挙げら
れており、国では保育士の処遇改善加算による
賃金改善の取組を行っているものの、「病児保
育施設」の保育士については、「特定教育・保育
施設」や「特定地域型保育施設」と異なり、処遇
改善加算の対象となっていない。
また、「病児保育」は、医療機関などが実施して
いる場合が多く、保育士に対する処遇改善加算
が含まれる「特定教育・保育」と兼務とすることが
困難であることから、「病児保育施設」の保育士
の処遇改善は進みづらい状況である。
そのため、保育士は、賃金の高い「特定教育・保
育施設」や「特定地域型保育事業」で就労し、
「病児保育施設」の保育士の確保が難しくなって
いる。

「病児保育施設」に
従事する保育士の
処遇改善を目的とし
た子ども・子育て支
援交付金交付要綱
の交付要件の見直
しを求める。

保育士の
処遇改善
加算制度
の見直し
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教育・保育給付認定の保育標準時間(１日当たり
11時間分の給付)と保育短時間(１日当たり８時
間分の給付)について、制度開始当初、保育短
時間の利用者負担は「保育標準時間の▲1.7％」
とされ、実際の差は国基準で月額0～1,600円程
度であり、区分を設けることの保護者側のメリッ
トは少ない。また、認定変更が生じる度に保育標
準時間と保育短時間の状況把握やそれによる
対応等、事業者側の負担も大きい。
加えて、保育標準時間と保育短時間の認定に明
確な判断基準はなく、短時間の就労であっても、
例えば１日の労働時間は５時間であるが勤務時
間が13時から18時までというケースについて自
治体の判断により保育標準時間とするなど、自
治体で個々の判断を行うこととなり、負担が大き
い。
令和元年10月に幼児教育・保育無償化で創設さ
れた類似の施設等利用給付認定においては、こ
うした区分なく運用されている。今後、「こども誰
でも通園制度」も加わり、制度が更に複雑化する
ことから、大元となる教育・保育給付認定につい
ては、保育標準時間と保育短時間の区分を統合
し、全ての利害関係者に対し簡素な制度とすべ
きと考える。

教育・保育給付認定
における保育標準時
間と保育短時間の
区分を統合すること
を求めるもの。

教育・保育
給付認定に
おける保育
標準時間と
保育短時
間の区分
の統合
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地域住民や事業者等の
具体的な意見・要望、支障事例等

回答欄（各府省）

　子ども・子育て支援法では、施設型給付費等の支給は教育・保
育の利用について行うこととされており、教育・保育給付認定にお
いては、給付費の支給に係る保育の量を、保護者の就労状況等
を踏まえて予め認定し、適切な施設型給付費等の支給を行うこと
としている。
　保育必要量の区分については、保護者の就労の状況等に応
じ、保育を利用することが可能な最大の時間の枠として、こどもに
対する保育が細切れにならないようにする観点や、施設・事業者
において職員配置上の対応を円滑にできるようにする観点から、
主にフルタイム就労を想定した「保育標準時間」と、主にパートタ
イム就労を想定した「保育短時間」という２つの認定区分としてい
るところであり、単に制度を簡素化する等の観点から保育必要量
の区分を統合することは困難である。

○短時間の保育時間は園により異なることが多く、ニーズに合わ
ないケースがある。標準対応とするか短時間対応とするか個別で
の判定が必要であるケースもあり、煩雑な業務となる。保護者側
も残業などにより就業時間が異なることが発生し、延長保育対応
などの対応が必要となることもあり、提案内容について賛同しま
す。
○月途中で就労を開始する等で、保育短時間利用者が保育標準
時間利用を希望する場合、当市では保護者が事業所に保育料の
差額を支払い、利用を認める手続きをおこなっているため、事業
所、保護者双方に費用面、手続き面で負担がかかる。区分の廃
止による効果は期待される。

小樽市、花巻
市、宮城県、上
尾市、三郷市、
浜松市、春日市

越谷市こども家庭
庁

子ども・子育
て支援法第20
条第３項、子
ども・子育て
支援法施行規
則第４条

現在でも、保育標準時間は、就
労等の実態にあわせ必要な利
用を行うこととされており、当市
においては保育事業者と保護者
の間で協議を行い実際の預かり
時間を決定しているため、統合
しても利用に支障は生じず、保
育時間の長時間化にも繋がらな
いと想定される。
事業者側にとっても、利用者の
保育の必要性の把握（確認）だ
けとなり、実務が簡素化でき、保
育必要量の認定のゆらぎが無く
なるため、安定的な経営計画を
立てやすくなる。
加えて、給付費の請求について
も、毎月の変更点が少ないた
め、事業者・市区町村双方の事
務処理が簡素化し、それに係る
経費（人件費、通信運搬費等）
が軽減される。

保育標準時間と保育短時間の
区分の変更を伴う認定変更は、
人口34万人の当市で年間約
1,400件あり、うち利用者負担の
金額変更を伴うものが約600件
あり、大変な事務負担となって
いる。
保育施設からも、変更手続の煩
雑さを嘆く声が寄せられており、
例えば、標準時間から短時間へ
変更されたことを保護者・施設と
もに把握せず延長保育を利用し
て、後から認定変更の事実を施
設が把握し、数百円～数千円の
範囲で延長保育料徴収のトラブ
ルになるケースが毎年発生して
おり、その収束に少なからぬ労
力を費やしている。
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